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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子源（１）と、衝突電離によってイオン（２２）を形成するための反応ゾーン（３０
）とを備え、前記電子源（１）は電子（２１）の通過開口部（４０）を介して反応ゾーン
（３０）と連通するように接続されている真空圧力測定装置において、
　前記電子源（１）は、真空室（７）を取り囲む絶縁性ハウジング（６）と、前記イオン
（２２）およびガスの通過を防止しかつ少なくとも部分的に電子透過性に構成されたナノ
膜（５）と、前記真空室（７）を前記反応ゾーン（３０）および前記絶縁性ハウジング（
６）の外側の外部領域に対して分離しており、かつ、前記ナノ膜（５）を少なくとも１つ
の部分領域で支持する隔膜支持体（４）とを含み、
　当該真空室（７）の中には電子（２１）を放出するための陰極（２）が配置されており
、前記ナノ膜（５）の領域および／または前記ナノ膜の表面には陽極構造（３）が設けら
れており、それにより電子（２１）が前記ナノ膜（５）に向かって案内されて少なくとも
部分的に該ナノ膜を通り抜けるように案内されるようになっており、前記ナノ膜（５）は
前記真空圧力測定装置の真空室に接していることを特徴とする真空圧力測定装置。
【請求項２】
　前記真空室（７）は前記ハウジング（６）によって全面的に真空気密に取り囲まれてお
り、その中に独立した真空を有しており、その内部またはその表面には真空条件を維持す
るためのゲッター（８）が配置されていることを特徴とする、請求項１に記載の真空圧力
測定装置。
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【請求項３】
　前記真空室（７）は前記ハウジング（６）によって全面的に真空気密に取り囲まれてお
り、前記ハウジング（６）は接続部または真空弁を備える接続部を有しており、これに真
空条件を連続的または非連続的に維持するための真空システムが配置されており、好まし
くはターボ分子ポンプが配置されていることを特徴とする、請求項１に記載の真空圧力測
定装置。
【請求項４】
　前記ハウジング（６）は前記真空室（７）を前記真空測定装置の真空室と接続する開口
部を有していることを特徴とする、請求項１に記載の真空圧力測定装置。
【請求項５】
　前記陰極（２）は熱陰極であることを特徴とする、請求項１～４のうちいずれか１項に
記載の真空圧力測定装置。
【請求項６】
　前記陰極（２）は間接的に加熱される陰極構造であることを特徴とする、請求項５に記
載の真空圧力測定装置。
【請求項７】
　前記陰極は電界放出陰極（２）であることを特徴とする、請求項１から４までのいずれ
か１項に記載の真空圧力測定装置。
【請求項８】
　前記電界放出陰極（２）の手前に制御グリッド（１２）が配置されていることを特徴と
する、請求項７に記載の真空圧力測定装置。
【請求項９】
　前記電界放出陰極（２）はマイクロチップまたはカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）の型
式の陰極であり、または好ましくはナノ構造化された電界放出面であることを特徴とする
、請求項７または８に記載の真空圧力測定装置。
【請求項１０】
　前記電界放出面は電解放出フィルム（２）を有するナノ構造化された面であり、該電界
放出フィルムは前記陰極支持体（９）の上に載っていることを特徴とする、請求項９に記
載の真空圧力測定装置。
【請求項１１】
　ナノ構造化された前記電界放出面は前記陰極支持体の金属中実材料の表面で構成されて
おり、好ましくはステンレス鋼でできていることを特徴とする、請求項９に記載の真空圧
力測定装置。
【請求項１２】
　前記ナノ膜（５）はセラミックでできており、好ましくは窒化物セラミックまたは特に
酸化物セラミックもしくはこれらの混合形態でできていることを特徴とする、請求項１～
１１のうちいずれか１項に記載の真空圧力測定装置。
【請求項１３】
　前記ナノ膜（５）はＳｉ３Ｎ４，ＳｉＯ２，Ａｌ２Ｏ３，ＺｒＯ２，Ｙ２Ｏ３，ＳｉＣ
のセラミックまたはこれらの混合形態でできていることを特徴とする、請求項１２に記載
の真空圧力測定装置。
【請求項１４】
　前記ナノ膜（５）は酸化アルミニウムでできており、好ましくはα型酸化アルミニウム
および特にサファイアもしくはその混合形態でできていることを特徴とする、請求項１２
または１３に記載の真空圧力測定装置。
【請求項１５】
　前記ナノ膜（５）は金属フィルムでできており、好ましくはニッケルフィルム、アルミ
ニウムフィルム、銅フィルム、または特殊鋼フィルム、もしくはこれらの合金でできてい
ることを特徴とする、請求項１から１１までのいずれか１項に記載の真空圧力測定装置。
【請求項１６】
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　前記ナノ膜（５）は特殊鋼フィルムでできており、好ましくは前記真空測定装置のハウ
ジング壁（４２）と同じ材料でできていることを特徴とする、請求項１から１１までのい
ずれか１項に記載の真空圧力測定装置。
【請求項１７】
　前記ナノ膜（５）の厚み（ｄｎ）は２５から５００ｎｍの範囲内にあり、好ましくは１
００から２００ｎｍの範囲内にあることを特徴とする、請求項１～１６のうちいずれか１
項に記載の真空圧力測定装置。
【請求項１８】
　前記ナノ膜（５）の面積寸法は０．１から４０．０ｍｍ２の範囲内にあることを特徴と
する、請求項１～１７のうちいずれか１項に記載の真空圧力測定装置。
【請求項１９】
　前記ナノ膜（５）の面積寸法は０．１から１．０ｍｍ２の範囲内にあり、好ましくは０
．３から０．７ｍｍ２の範囲内にあり、前記ナノ膜（５）の最大の寸法公差は前記反応ゾ
ーン（３０）の換気時に大気圧に対して耐えるために１つの方向で０．７ｍｍを超えてお
らず、好ましくは０．５ｍｍを超えていないことを特徴とする、請求項１～１８のうちい
ずれか１項に記載の真空圧力測定装置。
【請求項２０】
　前記ナノ膜（５）の面形状は実質的に前記陰極（２）の形状に合わせて適合化されてい
ることを特徴とする、請求項１～１９のうちいずれか１項に記載の真空圧力測定装置。
【請求項２１】
　前記ナノ膜（５）を少なくとも部分的に通り抜けるように電子（２１）を加速させるた
めに５ＫＶから５０ＫＶ、好ましくは１０ＫＶから５０ＫＶの範囲内の値をもつ電圧が前
記陰極（２）と前記陽極構造（３）の間で印加されることを特徴とする、請求項１～２０
のうちいずれか１項に記載の真空圧力測定装置。
【請求項２２】
　加速電圧が１０ｋＶ以上であるとき、前記ナノ膜（５）を備える前記電子源構造（１）
はナノ単位の薄さの当該膜の９０％以上の電子透過性を有していることを特徴とする、請
求項１～２１のうちいずれか１項に記載の真空圧力測定装置。
【請求項２３】
　前記電子源（１）の前記真空室（７）の中では１０－１ｍｂａｒから１０－８ｍｂａｒ
の範囲内の値の真空が生じており、好ましくは１０－３から１０－６ｍｂａｒの範囲内の
値の真空が生じていることを特徴とする、請求項１～２２のうちいずれか１項に記載の真
空圧力測定装置。
【請求項２４】
　前記真空測定装置は全圧測定セルまたは全圧測定管であり、好ましくはベイアード・ア
ルバートの型式または抽出式マノメータの型式であることを特徴とする、請求項１～２３
のうちいずれか１項に記載の真空圧力測定装置。
【請求項２５】
　前記真空測定装置は分圧測定装置であり、好ましくは質量分析計であり、好ましくは四
重極質量分析計の型式であることを特徴とする、請求項１から１９までのいずれか１項に
記載の真空圧力測定装置。
【請求項２６】
　前記熱陰極（２）は、陰極線管のための陰極であることを特徴とする、請求項５に記載
の真空圧力測定装置。
【請求項２７】
　前記ナノ膜（５）の後には該ナノ膜（５）と前記真空測定装置の前記反応ゾーン（３０
）の間に抑制グリッド（４３）が配置されていることを特徴とする、請求項１～２６のう
ちいずれか１項に記載の真空圧力測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、請求項１の前提項に記載されている、電子源と、衝突電離によってイオンを
形成するための反応ゾーンとを備える真空圧力測定装置に関する。
【０００２】
　特に本発明は、全圧測定のための（電離真空計）、および分圧測定のための（質量分析
計）、気体分子の電離に基づく真空圧力測定技術ないし真空圧力測定装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　全圧測定のために（電離真空計）、および分圧測定のために（質量分析計）、真空圧力
測定装置で気体分子を電離させるには、従来技術から知られているように、電離室のすぐ
近傍に配置された電子源が必要である。電子源は、測定条件のもとで１Ｐａ（１０－２ｍ
ｂａｒ）以下の真空圧力範囲を有しており、高圧測定管の場合にはこれよりも１０倍から
２０倍高くなっており、電離室へ電子を放出する役割を有している。電子放出のために、
従来、特に白熱陰極（白熱放出）が用いられている。さらに、真空圧力測定のための電界
エミッタ（電界放出）を備える電子源も提案されているが、使用条件および／または製造
コストの面でこれまで商業的に普及するには至っていない。
【０００４】
　電子源と電離室ないし測定室との間の相互作用は、このような種類の真空圧力測定セル
では原理上避けることができない。たとえば処理されるべき工作物を装入するためにプロ
セス真空室を開けるための構造の迅速な換気は、特別に大きな問題となる。酸素の侵入が
、電子を放出する作動中の白熱陰極（ないし白熱ランプ）の破損につながるからである。
これに対処するために、そのつど特別な防護策を講じておかなくてはならない。特に、燃
料の付着した回転翼形油回転ポンプのようなバッキングポンプによって汚染が生じると、
さらに別の問題が発生する。今日しばしば使用される攻撃性のプロセスガスやエッチング
ガス、たとえばシランや塩素・フッ素をベースとするガスも、同じく非常に問題をはらん
でいる。したがって、非常に攻撃性の高いプロセスガスを使うときは、基本圧力測定のた
めに必要な電離に基づく真空測定装置を、たとえばオールメタルバルブのような弁によっ
てプロセスガスから防護するのが普通であり、このことは相当な付加コストを引き起すと
ともに、利用法を難しいものにし、限定してしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、従来技術の欠点を取り除くことにある。特に本発明の課題は、真空圧
力測定装置の電子源を、このような種類の測定装置が用いられる真空プロセスの影響から
防護することにある。真空プロセス室およびこれに伴う測定装置の換気に対しても、防護
が具体化されるのが好ましく、それにより、電子源が許容されないほど汚染されたり破損
したりすることがなくなり、あるいは、高いコストのかかる追加の電子的な防護措置が必
要なくなる。また、影響を受けやすい真空プロセスが、測定セルそのものの有害なエミッ
ションから防護されるのがよく、特に、測定セルの電子源から発せられる有害なエミッシ
ョンから防護されるのがよい。さらに、測定セルを経済的に製造可能であるのが望ましい
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題は、請求項１の構成要件に基づく電子源を備える、当分野の真空圧力測定装置
で解決される。従属請求項は、本発明のその他の好ましい実施形態に関わるものである。
【０００７】
　真空圧力測定装置は、衝突電離によってイオンを形成するための反応ゾーンを備える電
子源を含んでおり、電子源は電子の通過開口部を介して反応ゾーンと連通するように接続
されている。電子源は真空室を備える絶縁性ハウジングで取り囲まれており、真空室を外
部領域に対して封止するように分離するとともに少なくとも部分的に電子透過性に構成さ
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れたナノ膜を少なくとも１つの部分領域で支持する隔膜支持体として壁部が構成されてお
り、この真空室の中には電子を放出するための陰極が配置されており、ナノ膜の領域およ
び／またはナノ膜の表面には陽極構造が設けられており、それにより電子がナノ膜に向か
って案内されて少なくとも部分的に該ナノ膜を通り抜けるように案内されるようになって
おり、ナノ膜は真空圧力測定装置の真空室に接している。
【０００８】
　このように本発明による真空圧力測定装置では、電子源室と電離室ないし測定室がこれ
ら両方の領域の真空工学的に有効な分離により切り離されことによって、電離の原理を維
持しながら電子源が除外される。
【０００９】
　この分離は、電子源がハウジングの中で真空気密にカプセル封じされており、電子源と
電離室ないし測定室との間にナノ膜が配置されており、それにより、静電加速された電子
（電子ビーム）がナノ膜を通り抜けるようになっていることによって実現される。その一
方で、このナノ膜は、電子源領域と電離室ないし測定室との間のガス交換およびイオン交
換を妨げる。
【００１０】
　しかしながら、ナノ膜を用いて電子源室と電離室ないし測定室を分離する主要な利点は
、これら両方の室領域で非常に異なる物理的・化学的な条件を、特に真空条件を、真空全
圧測定中ないし真空分圧測定中であっても別々に維持または設定することができ、それに
より、この種の真空圧力測定装置の新規もしくは拡張された利用可能性が生まれるという
点にある。
【００１１】
　電子軌道学にもとづく電子運動（電子ビーム）の生成と維持のために、電子源のハウジ
ングの中では１０－１ｍｂａｒから１０－８ｍｂａｒの範囲内の圧力で、好ましくは１０
－３ｍｂａｒから１０－６ｍｂａｒの範囲内の圧力で、場合によりゲッター材料の、特に
ＮＥＧ（非蒸発型ゲッター）の排気作用を利用しながら、真空条件が維持される。これに
加えて電極構造は、好ましくは適当な陰極材料と陽極材料および構造とジオメトリーを利
用したうえで、ナノ膜を通る最大の電子透過性が実現されるように構成されている。
【００１２】
　ナノ膜は、相応に加速された電子に対して透過性である。このときナノ膜は気密でなく
てはならず、すなわち、電子を生成するための陰極のような影響を受けやすい部品を備え
る排気されたハウジングを外部の要因に対して高い信頼度で分離し、それによって防護し
、それにもかかわらず、加速された電子に対しては十分に透過性でなければならない。た
とえば真空圧力測定装置を備えるプロセス室が非常に迅速に換気されるとき、極端なケー
スで膜が耐えなければならない圧力差は大気圧の最大約１．５倍に達する可能性がある。
このようなナノ膜には、相応に高い要求事項が課せられる。そのために適したこのような
ナノ膜の材料には、金属フィルムおよび好ましくはセラミック膜、好ましくは窒化物セラ
ミック（たとえばＳｉ３Ｎ４）や酸化物セラミック、特に酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３

）、酸化ジルコン（ＺｒＯ２）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）などがある。これらの材
料は、特別に温度抵抗性およびエッチング抵抗性が高いからである。セラミックの混合形
態も可能である。アルファ型酸化アルミニウムまたは好ましくはサファイアもしくはこれ
らの混合形態を使用するのが好ましい。
【００１３】
　ナノ膜（５）として金属フィルムを使用する場合、これはニッケルフィルム、アルミニ
ウムフィルム、銅フィルム、または特殊鋼フィルム、もしくはこれらの合金でできている
のが好ましい。１つの非常に低コストな実施形態の要諦は、ナノ膜（５）が特殊鋼フィル
ムで構成されることにあり、好ましくは真空測定装置のハウジング壁（４２）と同じ材料
で構成されることにある。
【００１４】
　膜の厚みは２５から５００ｎｍの範囲内であり、好ましくは１００から２００ｎｍの範
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囲内であり、真空気密である。このとき面積は０．１から４０．０ｍｍ２の範囲内であっ
てよい。特別に好適な面積は０．１から１．０ｍｍ２の範囲内であり、好ましくは０．３
から０．７ｍｍ２の範囲内である。たとえば正方形の形状の場合には０．１ｘ０．１ｍｍ
２から１．０ｘ１．０ｍｍ２、好ましくは０．３ｘ０．３ｍｍ２から０．５ｘ０．５ｍｍ
２の正方形であり、または直径が０．３ｍｍから０．７ｍｍの円形、あるいは、好ましい
寸法では短辺が０．３ｍｍから０．５ｍｍで長さが最大数センチの長方形であり、用途の
必要性に応じて、使用する電子エミッタないし陰極の幾何学形状に合わせて適合化される
。前述した好ましい寸法のほか、特定のケースでは、長く引き伸ばされたベルト状の構造
において、上記よりも幅広く最大で２ｍｍまで達するとともに、最大４０ｍｍ２の面積ま
で達することが可能である。寸法は、材料およびナノ膜の厚みにも依存して適合化され、
動作条件のもとでの真空気密性の維持が１つの重要な寸法設定基準となる。これに加えて
、システムを換気するときに発生する大気圧に膜が耐えることができ、破損しないように
留意しなければならない。使用する材料での厚みと寸法は、相応に慎重に寸法設定されな
くてはならない。換気によるこのような負荷時に、１つの方向への伸長が最大０．７ｍｍ
であるように、好ましくは最大０．５ｍｍであるように、寸法設定が行われると好都合で
ある。
【００１５】
　大気圧に対するナノ膜の安定性のためには、ナノ膜が寸法に関して約０．７ｍｍ以下の
最大幅を有していれば十分である（ナノ膜の厚みに依存する幅）。その場合、長さは任意
に、すなわち利用目的に応じて適合化することができ、たとえば、ベイアード・アルバー
ト測定管（ＢＡＧ）では陽極グリッドの長さをもつラインエミッタ用として適合化するこ
とができる。したがってこの場合、面積全体が４０ｍｍ２より広くてもよい。
【００１６】
　電子は、電子エミッタないし陰極から離れながら膜の窓部に向かって加速電圧で加速さ
れ、それにより、相応の効率で膜を効率的に通り抜けるために十分なエネルギーを有する
ようになっている。陽極としての役目をするのは膜の手前にあるグリッド構造であり、ま
たは膜そのものである。陰極と陽極の間の加速電圧は数ｋＶから数十ｋＶの範囲内にあり
、好ましくは５ｋＶから５０ｋＶの範囲内にあり、特に好ましくは１０ｋＶから５０ｋＶ
の範囲内にある。加速電圧は、たとえば膜の厚みや、好ましくはセラミックなどの材料の
厚みに依存して、９０％以上の電子透過性が得られるように選択される。加速電圧の最適
化のために、加速電圧は、ナノ膜での損失が小さく保たれるようにするために電子透過性
が十分に高くなる（９０％以上）程度の大きさに選択される。吸収されたエネルギーは、
損失熱として排出されなくてはならないからである。その一方で加速電圧ＶＥは、ナノ膜
を通して電子を抽出・透過させるために必要以上に大きく選択しないほうがよい。それは
、電離確率が明らかに低下することがなく、陽極電圧供給ＶＡのためのコストが限度内に
保たれるようにするためである。
【００１７】
　ナノ膜の製造は、たとえば従来技術から知られているＳｉ３Ｎ４材料、ＳｉＯ２材料、
ないしＳｉＣ材料のような材料からエッチングによって行われる。このような種類の例は
次の文献に記載されている：Ｆｒｉｅｄｅｍａｎｎ　Ｖｏｅｌｋｌｅｉｎ，Ｔｈｏｍａｓ
　Ｚｅｔｔｅｒｅｒ著“Ｅｉｎｆｕｅｈｒｕｎｇ　ｉｎ　ｄｉｅ　Ｍｉｋｒｏｓｙｓｔｅ
ｍｔｅｃｈｎｉｋ－Ｇｒｕｎｄｌａｇｅｎ　ｕｎｄ　Ｐｒａｘｉｓｂｅｉｓｐｉｅｌｅ”
（マイクロシステム工学概論－基礎と実用例）Ｆｒｉｅｄｒ．Ｖｉｅｗｅｇ　＆　Ｓｏｈ
ｎ　Ｖｅｒｌａｇｓｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ　ｍｂＨ出版社（ブラウンシュヴァイク／
ヴィースバーデン所在）２０００年８月（ＩＳＢＮ３－５２８－０３８９１－８）。
【００１８】
　本発明の１つの好ましい作用は、電子源領域と電離領域ないし測定領域との間で、気体
ベースもしくはイオンベースの相互作用が防止されることにある。このことは、次の事項
のための前提条件である。
－迅速な換気をするときの負荷に対する電子源の防護。
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－特にきわめて攻撃性の高いエッチングガスを使用する場合における、真空プロセスの影
響に対する電子源の防護。影響を受けやすい白熱陰極や電界エミッタの使用が可能になる
。
【００１９】
　－電子源の影響に対する真空プロセスの防護。低コストで効率の高いＣＮＴ電界エミッ
タ（Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕｂｅカーボンナノチューブ）の使用が可能となる。この
ことは特に、構造の微細化がたえず進行しており、そのためにプロセスユニットに関して
いっそう高い要求が求められる半導体製造で重要である。電子源側のナノ粒子によるプロ
セスの汚染、たとえばＣＮＴに由来する粒子や触媒金属ナノ粒子による汚染が、ナノ膜に
よって防止される。ナノ膜は、加速電子に対してのみ透過性である。
【００２０】
　このように、低コストで出力が高く、それに伴って効率の高い陰極を使用することが可
能となる。特にテレビジョン管工学（ＣＲＴ）のような管工学から知られている出力の高
い陰極を使用することさえ可能であるが、ただし、このような陰極は、たとえば真空プロ
セス設備ないし真空圧力測定装置を換気するときなどの酸素に対して敏感である（陰極の
有毒化または破損）。このようなＣＲＴ用の陰極は、大量の個数で低コストかつ高い一定
の品質で生産されている。特にマイクロチップやカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）の型式
の電界放出陰極も特別に好適である。ナノ構造化された電界放出面、たとえば陰極支持体
の上に載せられた構造化された電界放出フィルムも特別に好適であり、あるいは、支持体
の中実材料の表面が構造化されており、好ましくは特殊鋼でできているのも特別に好適で
ある。このような型式の電界放出陰極は米国特許出願公開第２００６／０２０２７０１Ａ
１号明細書に開示されており、その内容は本件出願の不可欠な構成要素であることを明記
しておく。
【００２１】
　次に、図面を参照しながら、模式的かつ一例としてのみ本発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】ハウジングの内部に配置された、直接的に加熱される白熱陰極を備える本発明の
電子源を模式的に示す断面図である。
【図２】ハウジングの内部に配置された、間接的に加熱される白熱陰極を備える本発明の
電子源を模式的に示す断面図である。
【図３】ハウジングの内部に配置された、三極管構造の電界エミッタ陰極、抽出グリッド
、および陽極とつながれた電子源構造を備える本発明の電子源を模式的に示す断面図であ
る。
【図４】ハウジングの内部に配置された、二極管構造の電界エミッタ陰極および陽極とつ
ながれた電子源構造を備える本発明の電子源を模式的に示す断面図である。
【図５】マイクロチップ・電界エミッタ陰極を備える図４の二極管構造を示す詳細部分図
である。
【図６】ＣＮＴ電界エミッタとしての電界エミッタ陰極を備える図４の二極管構造を示す
詳細部分図である。
【図７】ナノ構造化された表面として構成された、または構造化されて塗布された電界エ
ミッタ薄層として構成された電界エミッタ陰極を備える図４の二極管構造を示す詳細部分
図である。
【図８】測定セルのハウジング壁の横に取り付けられた電子源を備える電離式全圧測定セ
ルである。
【図９】測定セルの内部に取り付けられた電子源を備える電離式全圧測定セルである。
【図１０】電子源のハウジングが開口部を有しており、この開口部が電子源の真空室と全
圧測定セルの真空室とを接続する、測定セルの内部に取り付けられた電子源を備える電離
式全圧測定セルである。
【図１１】測定セルのハウジング壁の横に取り付けられた長尺状の電子源と、抑制グリッ
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ドとを備える電離式全圧測定セルである。
【図１２】長軸に対して半径方向かつ質量分析計の反応ゾーンの側方に配置された電子源
を備える四重極質量分析計である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明に基づく電子源１の好ましい構成について、図１から図７を参照しながら一例と
してのみ詳しく説明する。電子源１は、真空室７を取り囲み、真空室７を周囲から気密に
分離する正方形、円形、または長方形（この場合、第２の横寸法は自由に選択可能である
）の膜施工形態における厚みｄｎと寸法ｄ１とを有するナノ膜５をハウジング壁の一方の
側に有する、たとえばセラミックからなる絶縁性のハウジング６を含んでいる。その周囲
は、測定の役割を果たすための真空プロセスが中で行われる真空室と連通するように接続
された、真空圧力測定装置または質量分析計の一部を形成する別の真空ゾーンである。膜
５は膜支持体４に配置されているのが好ましく、膜支持体は、ハウジング６の壁の一部を
直接形成することができるのが好ましい。ハウジング６の内部の真空は、好ましくは１０
－６ｍｂａｒで良好かつ安定した真空を維持できるようにするために、ゲッター８によっ
て維持されるのが好ましい。ゲッター８はハウジング６の内部に直接配置されていてよく
、あるいはハウジング６の外部で、開口部を通じて真空室７と接続されているカプセル封
じされた別個の容積部分に配置されていてよい。ハウジングは数ｍｍから数ｃｍの範囲内
の寸法を有しており、それによってコンパクトに、かつモジュールとして利用可能なよう
に構成されている。真空室を別個にポンプで排気することも可能であるが、そのほうがコ
スト高になる。その場合、真空条件を連続的または非連続的に維持するために、ハウジン
グ６は接続部または真空弁を備える接続部と、これに配置された真空ポンプシステム、好
ましくはターボ分子ポンプとを有している。その場合にはゲッター８は必要なくなる。
【００２４】
　ハウジング６の内部には、電力供給部と接続することができるように接続接触部を備え
るブッシング１０を介してハウジング壁部へ封止をするように挿通された陰極２が配置さ
れている。陰極２はさまざまな型式で構成されていてよい。陰極２に対向して、距離ａ，
ａ１をおきながら、膜５の領域に陽極３が配置されており、この陽極も同じく引き出され
た接続接触部１１と接続されている。陽極３は膜５を取り囲んでおり、または、膜面の上
方に配置されたグリッド構造として構成されており、陽極３は膜５から損失熱を運び出す
役目も果たすのが好ましい。陰極２に対して、キロボルト単位の正の電極を陽極３に印加
することで、電子が陰極２から陽極３の方向へと加速され、膜５を通り抜けるように運動
し、それによって電子をハウジング６の外部で所望の電離プロセスのために真空圧力測定
装置で利用可能となる。
【００２５】
　陰極２はさまざまな型式で構成することができ、したがって陰極・陽極構造であっても
よい。図１では、陽極３および膜５からａ１だけ間隔をおいて配置された電子エミッタと
して、白熱陰極ないし熱電子陰極２を備える電子源が図示されている。このとき間隔ａ１
は、膜５の熱負荷を限度内に抑えるためもあって若干大きめに選択されている。熱電子陰
極２の場合、特に、膜５と膜支持体４の寸法設定にあたっては熱負荷に留意しなくてはな
らない。
【００２６】
　熱電子陰極２の別の実施形態が、平面型エミッタを備える間接加熱式の効率の高い陰極
として図２に図示されている。ここでは陰極・陽極の間隔ａ１を若干狭く選択することも
できる。
【００２７】
　図３では、陰極２は電界エミッタとして構成されており、たとえば電界エミッタアレイ
として構成されている。このとき電界エミッタは陰極支持体９に配置されており、または
これに構成されている。電界エミッタの手前には、スペーサ１３により定義された短い間
隔をおいて、平面的に配置された電界エミッタの手前で位置決めされる制御グリッド１２
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が配置されるのが好ましい。制御グリッド１２は、電子を抽出するための抽出グリッドと
しての役目も果たすものであり、同じく制御のために外部に向かって案内される電気接続
部１４と接続されている。このような構成は陰極２、グリッド１２、および陽極３によっ
て三極管構造を形成する。この場合、陰極２およびグリッド１２と陽極３との間隔ａ１は
どちらかというと広く選択される。
【００２８】
　さらに別の構成が図４に二極管構成として図示されている。陰極支持体９の上で平面的
に配置された電界放出陰極は、ここではわずかな間隔ａ１をおいて膜５に近づいており、
それによって制御グリッド１２は必要ない。電界エミッタ陰極２のさまざまな好ましい実
施形態が、詳細部分図１５として図５から図７に示されている。そこに示された電界エミ
ッタ構造は、三極管構成でも二極管構成でも適用することができ、すなわち制御グリッド
１２があってもなくても適用することができる。図５は、マイクロチップ・電界エミッタ
陰極を備える構造を示している。このような種類の陰極２では、１つの面に、好ましくは
１つの平面に、十分に高い電界強度で電子を放出する多数の小さい尖端部が配置されてお
り、このマイクロチップ・電界エミッタ陰極は膜５により防護されて長い耐用寿命を有し
ている。図６の詳細部分図では、電界エミッタ陰極がカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）電
界エミッタとして構成された図４の二極管構造が示されている。このような種類の陰極は
、非常に効率的な電界エミッタである、１つの面に分散して配置された多数の炭素製ナノ
チューブで構成されている。図７では、図４の二極管構造の詳細部分図は、ナノ構造化さ
れた表面として構成された、または構造化されて塗布された電界エミッタ薄層として構成
された、電界エミッタ陰極を示している。この場合、たとえば層または支持体材料自体の
表面のエッチングによって、尖端状またはエッジ状の電子放出能力のある構造が表面に基
本材料から製作される。このとき、特に支持体材料がＩｎｏｘ材料でできている場合には
、支持体材料９が直接利用されるのが非常に好ましい。
【００２９】
　本発明に基づく電子源１の１つの好ましい用途が、全圧真空測定セルについて模式的か
つ一例として図８から図１０に示されている。これは電離式測定セルであり、またはベイ
アード・アルバート管や抽出器マノメータのような型式の管である。測定セルは底面プレ
ート４１の上に配置されている。これは管状の測定セルハウジング壁４２を支持しており
、この測定セルハウジング壁は、その中で螺旋状または格子状に配置された反応室３０を
取り囲む陽極４５、およびその内部に配置されたイオンコレクタ４４を収容している。本
発明に基づく電子源１は、電子を通過させるための開口部４０が形成された壁４２の横に
配置されている。したがって電子は、電子源１の膜５から直接開口部４０を介して測定セ
ルの反応ゾーン３０に入る。電子源１の全面的に気密なカプセル封じによって電子源が防
護されており、測定に支障をきたす可能性のある汚染が発生することがない。電子源１の
陰極２と、底面プレート４１および壁部４２からなる測定セルのハウジングとの間で印加
される加速電圧ＶＥにより、電子を抽出して測定セルの中へ案内することができる。測定
セルは、陽極電圧ＶＡと、陽極電流ＩＡを検出することでこれを一定に調節するコントロ
ーラ４６とによって、周知の方法で作動する。測定セルは、イオンコレクタ電流ＩＩＣの
測定部および真空圧力判定のための相応の評価部も含んでいる。図９には、電子源１が軸
方向に配置された真空圧力測定セルが示されており、この電子源は測定セルの内部に配置
されており、膜５は反応ゾーン３０のほうを向いている。このような一体化された設計形
態が可能なのは、電子源１を小さい寸法で具体化することができるからである。図１０は
特別に低コストな種類の構成を示しており、ここでは電子源ハウジング６は、開口部を介
して、測定セルの真空領域と間接的に連通するように接続されている。開口部は測定セル
の反応ゾーン３０に対して反対を向いているので、電子源ハウジング６が遮蔽部のように
作用し、電子源１の内部領域および測定セルを望ましくない影響から防護するが、ここで
も膜５を介しての反応室３０への電子透過性は確保される。電子源１のこのような構成で
は、電子源内部で真空７を生成・維持するための追加コストが必要ない。ただしその場合
、たとえば換気のときなどに電子源１の全面的な防護はもはや成立しない。
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【００３０】
　図１１には、さらに別の好ましい実施形態が示されている。ナノ膜５の後に、ないしナ
ノ膜５と反応ゾーン３０の間に、抑制グリッド４３が真空測定装置内に配置されている。
抑制グリッド４３における抑制電圧ＶＢにより、気体分子の高い電離確率が反応ゾーン３
０で生じ、それによって、たとえば下側の真空圧力測定限界を広げるために真空測定装置
の高い測定感度が生じる程度に、ナノ膜５を透過する電子の運動エネルギーを引き下げる
ことができる。
【００３１】
　図１２には、質量分析計のような分圧測定装置向けのさらに別の好ましい用途が長軸に
沿った断面図として示されており、ここでは電子源１は、質量分析計のイオン源すなわち
反応ゾーン３０へ半径方向で電子を供給するために、イオン源に対して側方で直交するよ
うに配置されている。電子２１は膜５を通り抜け、反応ゾーン３０をチャンバ状に取り囲
む電子抽出レンズ２５により、開口部４０を通ってこのゾーンの中へと案内される。この
ゾーンで、測定されるべき中性粒子２０が衝突電離によって電離して、イオン２２が形成
される。このチャンバ２５の壁部には、分析されるべき中性粒子２０を入れるための１つ
または複数の開口部２３がある。さらにこのチャンバ３は、軸方向では、形成されたイオ
ン２２を抽出するためのイオン抽出レンズ２４で終わっており、イオンはさらに別のレン
ズ２６、焦点合せレンズ２７、注入絞り２８を介して、質量分析計２９の分析システムへ
入るように案内される。質量分析計では、構造を特別に簡素に施工したい場合、電子源１
およびこれに伴って電子封入を軸方向に行うこともできる。しかしながら半径方向の配置
のほうが、測定品質の向上という面から好ましい。
本発明による電子源１は、さまざまな型式の質量分析計で有利に利用することができる。
図１１に示す本明細書の例で説明したように、四重極質量分析計が格別に好適である。電
子源１の膜分離は、測定の高い測定解像度と再現性につながる、特別に純粋な条件を保証
するからである。
【図１】 【図２】
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